
【ハイビーム】
早期発見！

【ロービーム】

令和２年使用交通安全年間スローガン
全 日 本 交 通 安 全 協 会 会 長 賞

対向車や前車がいないときは、こまめに
ハイビームに切り替え、横断歩行者を早期
に発見し、交通事故防止に努めましょう！
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夜間、車両を運転する際は、ライトをハイビーム（上向き
点灯）で走行することが基本です。
ただし、他の車両等と行き違う場合、または他の車両等

の直後を進行する場合で、他の車両等の交通を妨げる
おそれのあるときは、ロービーム（下向き点灯）などの操作
をしなければなりません。 （道路交通法第52条第２項）

ハ イ ビ ー ム こ ま め に 活 用 事 故 防 止


